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水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約）仕様書 

（四日市市上下水道局） 
平成 22年 7月 14日 改訂 

（設計図書優先順位） 
第１条 設計図書等相互に差異のある場合の優先順位は下記のとおりとする。 
１． 質疑応答書 
２． 特記仕様書 
３． 図面 
４． 金抜き設計書 
５． 共通仕様書 

 
（共通仕様書） 
第２条 本工事の施工にあたっては、「三重県公共工事共通仕様書」（平成２１年７月三重県）（四日

市市上下水道局水道建設課にて縦覧）を準用する。 
 １．  官公庁への手続き等 
（１） 道路交通障害を生じる場合は、請負者において所轄警察署で道路交通法による「道路の使 
    用の許可」の手続きを行い。また、緊急車輌等の通行に支障を来す場合は、関係各機関（消

防署等）に連絡し必要な手続きを行ないそれぞれの書類の写しを監督職員に提出しなければ

ならない。 
 ２．  提出書類 
（１） 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（平成１２年法律第

104号）の対象となる工事については、契約書の別添文書の記載事項について工事担当課で
確認を受けたうえで、契約書に綴り込むものとする。 

 （２） 請負金額が 500万円以上の工事については、建設業退職共済制度の掛金収納書（入札日以
降の日付の収納書）を監督職員に提出しなければならない。 

（３） 環境マネジメントシステムの対象となる工事については、環境配慮依頼事項書、環境管理

に係る配慮事項確認書を監督職員に提出しなければならない。 
 ３． 産業廃棄物について 
（１）  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第 137 号）に基づく処分場及び資

源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48号）に基づく再生資源化施設に搬
入しなければならない。 

（２）  産業廃棄物処理業者名簿は、四日市農林商工環境事務所（三重県四日市庁舎）にて縦覧

する。（三重県のホ－ムペ－ジでも縦覧可能） 
 （３） 産業廃棄物管理表（マニフェスト）確認票（指定様式）を提出し、監督職員にマニフェス

ト（Ａ票及びＤ票もしくはＥ票）の確認を得なければならない。 
 （４） 建設副産物の処理を委託した場合は、委託契約書の写しを提出しなければならない。 
 ４．  工事の下請負 
 （１） 工事の一部を下請け業者にて施工する場合は、業者の選定に際しては、できる限り市内業

者を優先させること。  
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 ５．  付近居住者等への周知 
 （１） 請負者は、工事のため迷惑を及ぼす恐れのある付近の住民及び関係者に対し、工事施工に

ついて説明を行い、十分な協力が得られるよう努めなければならない。特に夜間工事、大規

模工事等に伴い長期にわたり、付近の生活環境に多大な影響を与えると予想される場合は、

広報紙等による広報により周知させなければならない。 
 ６．  随時検査 
 （１） 請負者は、四日市市検査規程第８条第６項の規定により発注者が随時検査を求めた場合は、 
   監督職員の指示に従い受検すること。 
 

水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約）特記仕様書 

 
第１条 （適用範囲） 
     本仕様書の適用範囲は「三重県公共工事共通仕様書」と共に本工事の施工にあたり、請負

者が守らなければならない事項についての仕様書であり、共通仕様書と重複する事項につい

ては本仕様書が優先する。 
 
第２条 (残土処分) 
１．残土処分(100m3未満の場合)は自由処分とする。なお、契約後、請負者が実際に処分した処分
地までの実運搬距離に増減が生じても変更の対象としない。 

２．残土処分（100m3以上の場合）は暫定的に運搬距離を 8kmとし、契約後処分地を速やかに決
定し、監督員と協議し承諾を得ること。なお、運搬距離については変更の対象とする。 

 
第３条 （総則） 
１． 工事単価数量 
     指示、精算数量は別表単価表のとおりとし、直近以下は四捨五入とする。ただし、工事

報告書による１回当りの数量が工事単位に満たないときは単位に切り上げるものとする。 
２． 個人情報取扱 
 (１)   施工にあたり参考資料となる施工一図等は別紙の「個人情報取扱注意事項」を遵守しな

ければならない。 
３． 現場代理人 

  （１）  請負者は、本工事施工の技術経験を有する現場代理人を現場に適正配置させること。  
４． 工程管理 
     請負者は、契約書第２条の規定に基づき工程は絶えず作業実績と計画工程を対照して隣

接工事または関連工事の請負者及び関係者と作業について相互に良く協議し全体の工程

が円滑に進むよう施工しなければならない。 
５． 安全対策 
（１）  請負者は、交通事故等を防止するため、交通誘導員を適正に配置し工事標識防護柵保安

施設等を配備するとともに交通障害の回避と作業の安全確保に留意すること。また、道路

上にあるピン、クイ等にも十分に注意し、取外した場合は必ず元の位置に戻すこと。 
なお、交通誘導員の配置計画については着手前に監督職員と協議し、道路規制状況に応じ

て、１現場当り１名以上必ず配置すること。 
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６．実施 
（１）  指示金額の合計が指示限度額「19,500千円（税込）」に達した場合は、その後の指示を

行わないものとする。 
（２）  請負者は工事実施に当り、工事当日（１日分）の工事現場名（道路修繕請求書№）を施

工前に監督職員に必ず報告すること。また、緊急連絡可能な電話番号を監督職員に報告す

るものとする。                                 

        【水道維持課 維持補修係 TEL 354-8360 FAX 354-8460】  
（３）  本工事は市内に点在する水道修繕跡等の舗装復旧工事であり、小面積の施工箇所が多数

あるが、施工が困難であっても監督職員より指示を受けた現場は請負者が責任をもって完

了するものとする。 
（４）  請負者は、監督員が指示する区画線の施工に対して遅滞なく施工に努めること。   

ただし、主要幹線道路等重要路線の緊急性を要する区画線の施工については、最優先する

こと。なお、区画線の施工は溶融式とする。 
（５）  本工事の施工にあたり、カラー舗装（べんがら）の復旧についても同様に工事を行うも

のとする。 
（６）  本工事施工中の請負者の過失、不注意等により発生した損害及び対外的に与えた損害等

はすべて請負者の負担において補償するものとする。 
（７）  本工事施工時に水道用各種筐の調整、整備が生じた場合は単価契約の水道筐整備工事に

て精算を行うものとする。 
（８）  アスファルト合材の品質（使用材料）は三重県路面復旧工事標準構成図に準ずるものと

する。 
（９）  その他、仕様書に定めなき事項、又は疑義が生じた時は両者協議して定めるものとする。 

ただし、軽微なものについては監督職員の指示に従うものとする。  
  
第４条  

 
 特記事項 
  この契約による工事の施工者は、工事を施工するに当たり個人情報の提供を受けた場合におい

ては、別紙「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。 
 

 
 
[別紙]                        制定 平成１９年１２月１０日 

                            改正 平成２０年 ４月 １日 
                            改正 平成２１年 ４月 １日 
個人情報取扱注意事項 
 （基本事項） 
第１ この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、工事を施工するに当たり、四日市

市から提供された個人情報（工事の施工のために乙が収集する個人情報を含む。以下「当該個

人情報」という。）の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにし

なければならない。 
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 （施工者の義務） 
第２ 乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」とい

う。）は、当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護

条例（平成１１年四日市市条例第２５号。以下「条例」という。）第１１条に規定する義務を

負う。 
  
 ２ 乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監

督しなければならない。 
 （秘密の保持） 
第３ 乙及び乙の従事者は、当該個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならない。 
 ２ 乙は、その使用する者が在職中及び退職後においても、当該個人情報をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用しないように必要な措置を講じなければならない。 
 ３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
 （適正な管理） 
第４ 乙は、当該個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のため

に必要な措置を講じなければならない。 
 （収集の制限） 
第５ 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために個人情報を収集するときは、当

該工事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公平な手段により収集しなければならない。 
 （再提供の禁止） 
第６ 乙は、あらかじめ四日市市上下水道局（以下「甲」という。）の承諾があった場合を除き、

当該個人情報を第三者に再提供してはならない。 
 ２ 乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における当該個人情報の適正な取扱い

のために必要な措置を講じなければならない。 
 ３ 前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取扱いに関する契約

を交わすものとする。 
 （複写、複製の禁止） 
第７ 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、当該個人情報が記

録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
 （持ち出しの禁止） 
第８ 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は

複製したものを含む。第９において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出しては

ならない。 
 ２ 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち

出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。 
 ３ 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセス

できないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管及び管理し、漏え

い、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。 
 （資料等の返還） 
第９ 乙は、資料等を当該工事終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただ

し、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。 
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 ２ 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行

うものとする。 
  （１） 紙媒体  シュレッダーによる裁断 
  （２） 電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破

砕 
 （研修・教育の実施） 
第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約

による工事における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 
 （罰則等の周知） 
第１１ 乙は、条例第４４条、第４５条、第４７条及び第４８条に規定する罰則適用について、乙

の従事者に周知するものとする。 
 （苦情の処理） 
第１２ 乙は、この契約による工事の施工にあたって、個人情報の取り扱いに関して苦情があった

ときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 
 （事故発生時における報告） 
第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを

知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 
 （契約解除及び損害賠償） 
第１４ 甲は、乙又は乙の従事者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができる。 
 
第５条   （暴力団等不当介入に関する事項） 
  １．  契約の解除、不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置は、次のとおりと

する。 
  （１） 四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条又は第４条の規定により、

四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、

契約を解除することがある。 
  （２） 暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。 
   １） 断固として拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに発注所属へ報告し、捜査上必要

な協力をすること。 
   ２） 契約の履行において、不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害

が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。 
  （３） 上記の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加

資格停止の措置を講ずる。 



水道修繕跡舗装復旧の単価契約での施工フロー

　
・工事着手届（第9号様式）
・現場代理人届（第4号様式）
・請負工事一部下請届（第10号様式)
・その他必要書類
　（副産物委託の場合、契約書の写し）

工事指示内容確認報告書（様式5）
この部分の

繰り返し

工事指示内容変更確認報告書（様式8）

・工事完了届（様式3）
・道路修繕請求書（必要事項記入）
・工事写真

・工事完成届（第11号様式）
・工事実績報告書（様式1)
・請負代金請求書(第13号様式）
　（内金払請求書（第14号様式））
・産業廃棄物管理表
・工事日報（必要に応じて）

工事施工方法、工程等打合せ

請負業者提出書類

契約終結

書類提出

工事施工完了

工事内容変更打合せ
工事変更指示書(様式２－２）

工事指示書(様式２－１）

道路修繕請求書

関係機関での所要の手続き

施工箇所の付近住民及び関係者への周知

回覧、予告標識設置
(必要に応じて）

支払い

監督職員現地確認

検査

出来高・完成書類提出



水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約）実施要領 

                            適用：平成２３年４月１日 

 

１．工期 

  契約の日から「平成２４年３月１６日」又は「指示限度額（19,500 千円）に達した指

示の指示工期満了の日」のいずれか早い日までとする。 

 

２．工事場所 

  四日市市 南部地区 

常盤、日永、四郷、内部、塩浜、小山田、川島、桜、河原田、水沢、楠 地内 

  の工事を施工するものとする。 

 

３．契約方法 

  入札参加者により工種合計金額を競争入札する。 

  構成比にて工種単価を決定し、この価格により落札者と契約する。   

ただし、円未満切捨てとする。 

 

４．契約書等 

  水道修繕跡舗装復旧工事契約書 

 

５．実施方法 

 １）監督職員は、工事指示書（様式２－１号）により施工指示する。 

 ２）請負者は関係法令を遵守し、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 

 ３）実施にあたっては別紙「実施手順書」を遵守すること。 

 

６．工事の完成 

 １）請負者は、１件の工事指示が完了するごとに工事完了届（様式３）、道路修繕請求書 

   工事写真を延滞なく管理者に提出すること。 

 

 ２）請負者は、工事のすべてが完成したときは、速やかに工事完成届（四日市市上下水        

   道局工事執行規則が準用する四日市市工事執行規則第 35 条で規定する第 11 号様式） 

   を管理者に提出すること。 



３）部分払いについては、概ね２ヶ月程度毎に請求できるものとする。 

７．確認及び支払い 

 １）監督職員は、工事実績報告書（様式１）、道路修繕請求書等に基づき現場確認を行う。 

 ２）水道維持課長は検査する職員（検査職員）を指名し、検査職員は工事実績報告書 

  (兼請求明細書)、道路修繕請求書に基づき検査する。 

 

８．発注規模  

 １）工事１指示当り限度額 500 千円未満（税込）とする。 

２）総支払い限度額（１契約）は、20,000 千円（税込）とする。 

 

 

 

 



実 施 手 順 書 

 

 この手順書は、水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約）に適用し、請負者は下記の事項に

充分配慮して施工しなければならない。 

 

１．着手前手順 

１）事業管理者は、監督職員を選任したときは請負者に通知するものとする。 

２）請負者は、工事着手届及び現場代理人届等の必要書類や、建設副産物の処理を委託 

  した場合の委託契約書の写しを速やかに監督職員に提出するものとする。 

３）請負者は、緊急連絡可能な電話番号を監督職員に報告する。 

２．現場手順 

１）監督職員は、工事指示書（様式２－１号）により舗装復旧工事を指示する。 

２）請負者は、工事着手前に局より発行する別紙「道路修繕請求書」に基づき工事内容

及び施工方法について監督職員と打ち合わせを行い、工事指示書(様式２－１号)にて

指示を受け、内容確認の上速やかに工事指示内容確認報告書（様式５号）を提出す

る。ただし、緊急の場合は口頭説明にて工事の指示ができるものとし、後日、工事

指示書を発行するものとする。 

３）請負者は、前号の指示を受けたとき（口頭説明を含む）、指示内容に疑義及び現場と    

  の不一致が生じた場合は、監督職員に申し出を行うこと。 

  現場着手後、不測の事態が発生した場合も同様とする。 

４）監督職員は請負者から前号の申し出があったときは、申し出内容を直ちに検討し必     

要に応じて工事変更指示書（様式２－２号）により指示の変更を行うものとする。 

５）請負者は、前号の指示を受けたときは内容を確認し速やかに工事指示変更確認報告

書（様式８）を提出すること。 

６）請負者は、工事着手にあたって必要に応じ、通行止め等の許可取得、周辺住民及び

関係者への周知（工事予告標識等設置）し工事を行うこと。 

  なお、交通誘導員は道路規制状況に応じて、１現場当り１名以上配置すること。 

７）請負者は、現地と工事指示書が符号しない場合は、監督職員の指示を受ける。 

８）請負者は、現地の状況により作業できない場合、又は事故や災害が予想される場合

は、監督職員の指示を受ける。 

９）請負者は、指示工事が完了するごとに遅滞なく工事完了届（様式３号）、道路修繕請

求書を監督職員に提出すること。 



３．品質管理、出来形管理等 

１）請負者は、工事完成後出来形を測定し、別紙「道路修繕請求書」に展開図等成果が

確認できる資料を記入する。検収数量は別表単価表の検収単位のとおりとし、検収単

位の直近下位を四捨五入する。ただし、工事指示書による１回当たりの数量が検収単

位に満たないときは検収単位に切り上げる。 

２）請負者は、次の写真を提出すること。 

  ① １現場ごとに着手前、施工中、完成、が確認できるよう写真を整理すること。 

    施工箇所に区画線がある場合は溶融式にて復旧した状態で完成の写真とする。 

  ② 工事の途中経過写真は、 

（１）舗装版取壊し状況（既設舗装厚含）の機械及び人力による施工状況 

  （瀝青安定処理を施工の場合はその状況写真） 

（２）乳剤散布、目地工 

（３）舗装工の機械及び人力よる施工状況（２層、３層の場合はその状況） 

（４）交通誘導員配置状況 

 ３）請負者は、監督職員が求めた場合は、作業状況の作業日報を提出する。 

４．報告書 

１）請負者は、工事実績報告書（兼請求明細書）（様式１号）の提出時には、道路修繕請

求書、工事写真、作業日報等を必要に応じ添付すること。 

５．確認および検査 

１）監督職員は、工事実績報告書（兼請求明細書）（様式１号）と工事指示書（様式２－

１号）または、工事変更指示書（様式２－２号）の工種及び数量と道路修繕請求書

に基づき現地確認を行う。 

 ２）検査職員は、工事実績報告書、工事写真、道路修繕請求書、作業日報等に基づいて

検査を行う。 

 

 



水道修繕跡舗装復旧工事　(単価契約)　 工事単価表

平成23年度

④ 区画線工 共通仮設費、現場管理費、一般管理費含む

③ 交通誘導員

機械舗装工 不陸整正工(路盤工）、路盤材、乳剤散布、目地工、機械舗装施工

①

機械掘削工 舗装切断工、機械取壊し積込工、運搬、処分

人力掘削工 舗装切断工、人力取壊し積込工、運搬、処分

共通仮設費、現場管理費、一般管理費含む

②

【　１現場に付き、①掘削工、　②舗装工、　③交通誘導員、④区画線工を単価表より選び、１現場の金額を決定する　】　

不陸整正工(路盤工）、路盤材、乳剤散布、目地工、人力舗装施工

共通仮設費、現場管理費、一般管理費含む

現場管理費、一般管理費含む

人力舗装工



1.000000 705,905

1001 機械掘削工 Ａ 昼 t=3 既設厚さ 4cm以下 ㎡ 0.002905 2,051 0.1

1002 機械掘削工 Ａ 夜 t=3 既設厚さ 4cm以下 ㎡ 0.003751 2,648 0.1

1003 機械掘削工 Ｂ 昼 t=5 既設厚さ 5～9cm ㎡ 0.003247 2,292 0.1

1004 機械掘削工 Ｂ 夜 t=5 既設厚さ 5～9cm ㎡ 0.004171 2,944 0.1

1005 機械掘削工 Ｃ 昼 t=10 既設厚さ 10～14cm ㎡ 0.004100 2,894 0.1

1006 機械掘削工 Ｃ 夜 t=10 既設厚さ 10～14cm ㎡ 0.005219 3,684 0.1

1007 機械掘削工 Ｄ 昼 t=15 既設厚さ 15～19cm ㎡ 0.005155 3,639 0.1

1008 機械掘削工 Ｄ 夜 t=15 既設厚さ 15～19cm ㎡ 0.006548 4,622 0.1

1009 機械掘削工 Ｅ 昼 t=20 既設厚さ 20～24cm ㎡ 0.006342 4,477 0.1

1010 機械掘削工 Ｅ 夜 t=20 既設厚さ 20～24cm ㎡ 0.007847 5,539 0.1

1011 機械掘削工 F 昼 t=25 既設厚さ 25cm以上 ㎡ 0.008262 5,832 0.1

1012 機械掘削工 F 夜 t=25 既設厚さ 25cm以上 ㎡ 0.010188 7,192 0.1

2001 人力掘削工 Ａ 昼 t=3 既設厚さ 4cm以下 ㎡ 0.006123 4,322 0.1

2002 人力掘削工 Ａ 夜 t=3 既設厚さ 4cm以下 ㎡ 0.008517 6,012 0.1

2003 人力掘削工 Ｂ 昼 t=5 既設厚さ 5～9cm ㎡ 0.009382 6,623 0.1

2004 人力掘削工 Ｂ 夜 t=5 既設厚さ 5～9cm ㎡ 0.013169 9,296 0.1

2005 人力掘削工 Ｃ 昼 t=10 既設厚さ 10～14cm ㎡ 0.010387 7,332 0.1

2006 人力掘削工 Ｃ 夜 t=10 既設厚さ 10～14cm ㎡ 0.014421 10,180 0.1

2007 人力掘削工 Ｄ 昼 t=15 既設厚さ 15～19cm ㎡ 0.013775 9,724 0.1

2008 人力掘削工 Ｄ 夜 t=15 既設厚さ 15～19cm ㎡ 0.019134 13,507 0.1

2009 人力掘削工 Ｅ 昼 t=20 既設厚さ 20～24cm ㎡ 0.021918 15,472 0.1

2010 人力掘削工 Ｅ 夜 t=20 既設厚さ 20～24cm ㎡ 0.030761 21,714 0.1

2011 人力掘削工 F 昼 t=25 既設厚さ 25cm以上 ㎡ 0.023988 16,933 0.1

2012 人力掘削工 F 夜 t=25 既設厚さ 25cm以上 ㎡ 0.033308 23,512 0.1

単価 検収単位舗装厚 摘要 単位 構成比

合計額

番号 工種



3001 機械舗装工（歩道） Ａ 昼 t=3 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.002898 2,046 0.1

3002 機械舗装工（歩道） Ａ 夜 t=3 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.003383 2,388 0.1

3003 機械舗装工（歩道） Ｂ 昼 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.003941 2,782 0.1

3004 機械舗装工（歩道） Ｂ 夜 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.004427 3,125 0.1

3005 機械舗装工（歩道） Ｃ 昼 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.005675 4,006 0.1

3006 機械舗装工（歩道） Ｃ 夜 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.006079 4,291 0.1

4001 機械舗装工 Ｄ 昼 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.005655 3,992 0.1

4002 機械舗装工 Ｄ 夜 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.006004 4,238 0.1

4003 機械舗装工 Ｅ 昼 t=5 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.005845 4,126 0.1

4004 機械舗装工 Ｅ 夜 t=5 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.006209 4,383 0.1

4005 機械舗装工 F 昼 t=5 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.006072 4,286 0.1

4006 機械舗装工 F 夜 t=5 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.006434 4,542 0.1

4007 機械舗装工 G 昼 t=5 路盤工 t=150 M- 30 ㎡ 0.006298 4,446 0.1

4008 機械舗装工 G 夜 t=5 路盤工 t=150 M- 30 ㎡ 0.006662 4,703 0.1

4009 機械舗装工 H 昼 t=10（2層） 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.009202 6,496 0.1

4010 機械舗装工 H 夜 t=10（2層） 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.009863 6,962 0.1

4011 機械舗装工 I 昼 t=10（2層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.009392 6,630 0.1

4012 機械舗装工 I 夜 t=10（2層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.010067 7,106 0.1

4013 機械舗装工 J 昼 t=10（2層） 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.009619 6,790 0.1

4014 機械舗装工 J 夜 t=10（2層） 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.010293 7,266 0.1

4015 機械舗装工 K 昼 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.003526 2,489 0.1

4016 機械舗装工 K 夜 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.003848 2,716 0.1

5001 人力舗装工（歩道） Ａ 昼 t=3 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.003801 2,683 0.1

5002 人力舗装工（歩道） Ａ 夜 t=3 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.004809 3,395 0.1

5003 人力舗装工（歩道） Ｂ 昼 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.004843 3,419 0.1

5004 人力舗装工（歩道） Ｂ 夜 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.005853 4,132 0.1

5005 人力舗装工（歩道） Ｃ 昼 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.006628 4,679 0.1再生密粒度AS

透水性開粒度AS

透水性開粒度AS

透水性開粒度AS

透水性開粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

透水性開粒度AS

透水性開粒度AS

透水性開粒度AS

透水性開粒度AS

番号 工種 舗装厚 摘要 単位 構成比 単価 検収単位

透水性開粒度AS

透水性開粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS



5006 人力舗装工（歩道） Ｃ 夜 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.007561 5,337 0.1

6001 人力舗装工 Ｄ 昼 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.006886 4,861 0.1

6002 人力舗装工 Ｄ 夜 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.007893 5,572 0.1

6003 人力舗装工 Ｅ 昼 t=5 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.007075 4,994 0.1

6004 人力舗装工 Ｅ 夜 t=5 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.008096 5,715 0.1

6005 人力舗装工 F 昼 t=5 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.007300 5,153 0.1

6006 人力舗装工 F 夜 t=5 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.008324 5,876 0.1

6007 人力舗装工 G 昼 t=5 路盤工 t=150 M- 30 ㎡ 0.007528 5,314 0.1

6008 人力舗装工 G 夜 t=5 路盤工 t=150 M- 30 ㎡ 0.008551 6,036 0.1

6009 人力舗装工 H 昼 t=5 路盤工 t=200 M- 30 ㎡ 0.007755 5,474 0.1

6010 人力舗装工 H 夜 t=5 路盤工 t=200 M- 30 ㎡ 0.008777 6,196 0.1

6011 人力舗装工 I 昼 t=5 路盤工 t=250 M- 30 ㎡ 0.008612 6,079 0.1

6012 人力舗装工 I 夜 t=5 路盤工 t=250 M- 30 ㎡ 0.009836 6,943 0.1

6013 人力舗装工 J 昼 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.012123 8,558 0.1

6014 人力舗装工 J 夜 t=5 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.014325 10,112 0.1

6015 人力舗装工 K 昼 t=10（2層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.012312 8,691 0.1

6016 人力舗装工 K 夜 t=10（2層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.014527 10,255 0.1

6017 人力舗装工 L 昼 t=10（2層） 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.012537 8,850 0.1

6018 人力舗装工 L 夜 t=10（2層） 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.014754 10,415 0.1

6019 人力舗装工 M 昼 t=10（2層） 路盤工 t=150 M- 30 ㎡ 0.012765 9,011 0.1

6020 人力舗装工 M 夜 t=10（2層） 路盤工 t=150 M- 30 ㎡ 0.014982 10,576 0.1

6021 人力舗装工 N 昼 t=10（2層） 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.020448 14,434 0.1

6022 人力舗装工 N 夜 t=10（2層） 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.024145 17,044 0.1

6023 人力舗装工 O 昼 t=10（2層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.020635 14,566 0.1

6024 人力舗装工 O 夜 t=10（2層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.024349 17,188 0.1

瀝青安定処理　t=10

瀝青安定処理　t=10 再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

瀝青安定処理　t=10 再生密粒度AS、再生粗粒度AS

瀝青安定処理　t=10 再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

再生密粒度AS

単位 構成比 単価 検収単位番号 工種 舗装厚 摘要



6025 人力舗装工 P 昼 t=15（3層） 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.017121 12,086 0.1

6026 人力舗装工 P 夜 t=15（3層） 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.020405 14,404 0.1

6027 人力舗装工 Q 昼 t=15（3層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.017308 12,218 0.1

6028 人力舗装工 Q 夜 t=15（3層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.020608 14,547 0.1

6029 人力舗装工 R 昼 t=15（3層） 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.017535 12,378 0.1

6030 人力舗装工 R 夜 t=15（3層） 路盤工 t=100 M- 30 ㎡ 0.020834 14,707 0.1

6031 人力舗装工 S 昼 t=15（3層） 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.025444 17,961 0.1

6032 人力舗装工 S 夜 t=15（3層） 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.030225 21,336 0.1

6033 人力舗装工 T 昼 t=15（3層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.025632 18,094 0.1

6034 人力舗装工 T 夜 t=15（3層） 路盤工 t=50 M- 30 ㎡ 0.030428 21,479 0.1

6035 人力舗装工 U 昼 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.004758 3,359 0.1

6036 人力舗装工 U 夜 不陸整正工 補足材のみ M- 30 ㎡ 0.005734 4,048 0.1

7001 交通誘導員 (A) 昼 ｈ 0.002218 1,566 1

7002 交通誘導員 (A) 夜 ｈ 0.003328 2,349 1

7003 交通誘導員 (B) 昼 ｈ 0.001969 1,390 1

7004 交通誘導員 (B) 夜 ｈ 0.002954 2,085 1

8001 区画線工 A 昼 （溶融式） 15cm 実線・ゼブラ m 0.001139 804 0.1

8002 区画線工 B 昼 （溶融式） 30cm 実線・ゼブラ m 0.002118 1,495 0.1

8003 区画線工 C 昼 （溶融式） 45cm 実線・ゼブラ m 0.002663 1,880 0.1

8004 区画線工 D 昼 （溶融式） 15cm換算 矢印・記号・文字 m 0.002235 1,578 0.1

8005 区画線工 E 昼 （溶融式） 15cm 破線 m 0.001163 821 0.1

8006 区画線工 F 昼 （溶融式） 30cm 破線 m 0.002142 1,512 0.1

1.000000

施工規模　100m　未満

施工規模　100m　未満

施工規模　100m　未満

施工規模　100m　未満

施工規模　100m　未満

施工規模　100m　未満

透水性開粒度AS

瀝青安定処理　t=10 再生密粒度AS、再生粗粒度AS

透水性開粒度AS

瀝青安定処理　t=10 再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

瀝青安定処理　t=10

瀝青安定処理　t=10

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

単位 構成比 単価 検収単位番号 工種 舗装厚 摘要

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

再生密粒度AS、再生粗粒度AS

(区画線溶融式設置工E)

(区画線溶融式設置工F)

(区画線溶融式設置工A)

(区画線溶融式設置工B)

(区画線溶融式設置工C)

(区画線溶融式設置工D)



（様式2-1）

水道維持課長

記

1．工事名 水道修繕跡舗装復旧工事(単価契約）南部地区 管理番号

2．場所 四日市市　常磐地区他１0地区　地内

3．工期
　

4．監督員名

5．指示内容

m2
m2

h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h

注意：工事内容の詳細について監督員と打ち合わせてから着手すること。
　　　　数量は参考値とし、監督員指示により施工し、出来形を報告すること。

様

交通誘導員

掘削工

工 事 指 示 書

区画線工

合計

掘削工

工種№

交通誘導員

請求書№
道路修繕

平成　 　年　　 月　　 日

交通誘導員

交通誘導員

舗装工
交通誘導員

区画線工

交通誘導員

舗装工

水道修繕跡舗装復旧工事契約書に基づき、下記工事を実施されたく、指示します。

計

　　№

　　№

掘削工

交通誘導員

　　№

区画線工

平成　 　 年　    月　　  日　～　平成　     年　  　 月　   日まで

掘削工

単価 金額名称 単位 数量

舗装工

（消費税抜）

　　№

　　№
交通誘導員

区画線工

交通誘導員

区画線工

指示額総合計

舗装工

舗装工
交通誘導員

掘削工



（様式2-1）

掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

金額

計

請求書№
道路修繕

合計単位名称 工種№ 単価 数量



（様式5）

水道修繕跡舗装復旧工事契約書に基づき、下記の工事指示を確認したので、速やかに現場確認を
行うとともに工事に着手します。

記

1．工事名 水道修繕跡舗装復旧工事(単価契約）南部地区 管理番号

2．場所 四日市市　常磐地区他１0地区　地内

3．工期
　

4．監督員名

5．現場代理人

6．指示内容

m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h

注意：工事内容の詳細について監督員と打ち合わせてから着手すること。
　　　　数量は参考値とし、監督員指示により施工し、出来形を報告すること。

工 事 指 示 内 容 確 認 報 告 書

区画線工

名称

舗装工

単位 数量

掘削工

水道維持課長　様
請負者

計

区画線工

金額

指示額総合計

交通誘導員

掘削工

　　№
交通誘導員

交通誘導員

舗装工

工種№ 単価

区画線工

（消費税抜）

舗装工
交通誘導員

区画線工

交通誘導員

請求書№
道路修繕

掘削工

舗装工
交通誘導員

　　№

　　№

交通誘導員

掘削工
舗装工

　　№

平成　 　年　　 月　　 日

平成　 　 年　    月　　  日　～　平成　     年　  　 月　   日まで

合計

交通誘導員

　　№
区画線工

掘削工

交通誘導員

交通誘導員



（様式5）

掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h

計

合計単位 数量 金額名称 工種№ 単価
請求書№
道路修繕

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№



（様式2-2）

水道維持課長

記

1．工事名 水道修繕跡舗装復旧工事(単価契約）南部地区 管理番号

2．場所 四日市市　常磐地区他１0地区　地内

3．工期

4．監督員名

5．現場代理人

6．指示内容

m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h

交通誘導員

交通誘導員

様

　　№

交通誘導員

掘削工

合計

区画線工

交通誘導員

区画線工

平成　 　年　　 月　　 日

金額

平成　 　 年　    月　　  日　～　平成　     年　  　 月　   日まで
平成　 　 年　    月　　  日　～　平成　     年　  　 月　   日まで

工 事 変 更 指 示 書

　

　

名称 単位 数量

舗装工

区画線工

交通誘導員

舗装工

掘削工
舗装工

区画線工

掘削工

掘削工
舗装工

交通誘導員

水道修繕跡舗装復旧工事契約書に基づき、下記の変更工事を実施されたく、指示します。

工種№ 単価
請求書№
道路修繕

計変更指示額総合計
（消費税抜）

　　№

　　№

掘削工

交通誘導員

舗装工
交通誘導員

　　№

　　№

交通誘導員

交通誘導員

区画線工



（様式2-2）

掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h

計

合計単位 数量 金額名称 工種№ 単価
請求書№
道路修繕

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№



（様式8）

記

1．工事名 水道修繕跡舗装復旧工事(単価契約）南部地区 管理番号

2．場所 四日市市　常磐地区他１0地区　地内

3．工期

4．監督員名

5．現場代理人

6．指示内容

m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h
m2
m2
h
h
m
m
h

工 事 指 示 変 更 確 認 報 告 書

水道維持課長　様
請負者

舗装工

掘削工

　　№

交通誘導員

掘削工

　

変更指示額総合計
（消費税抜）

計

　

道路修繕
名称 工種№

請求書№
単価 単位 数量 金額

平成　 　年　　 月　　 日

交通誘導員

交通誘導員

掘削工
舗装工

区画線工

区画線工

合計

水道修繕跡舗装復旧工事契約書に基づき、下記工事を実施されたく、指示します。

交通誘導員

平成　 　 年　    月　　  日　～　平成　     年　  　 月　   日まで

掘削工
舗装工

交通誘導員
　　№

平成　 　 年　    月　　  日　～　平成　     年　  　 月　   日まで

区画線工

舗装工
交通誘導員

交通誘導員
　　№

区画線工

掘削工
舗装工

交通誘導員

交通誘導員

　　№

　　№
交通誘導員

区画線工



（様式8）

掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2
交通誘導員 h

h
区画線工 m

m
交通誘導員 h
掘削工 m2
舗装工 m2

交通誘導員 h
h

区画線工 m
m

交通誘導員 h

請求書№
道路修繕

金額名称 工種№ 単価 合計単位 数量

計

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№

　　№



（様式３）

平成　　　年　　　月　　　日

  水道修繕跡舗装工事契約書に基づき下記工事を完了したので報告します。

記

１．工事名 水道修繕跡舗装復旧工事(単価契約）南部地区 管理番号

２．場所 四日市市　常磐地区他１0地区　地内

３．工期

　
４．監督員名

５．完了日 平成　　年　　月　　日

６．現場代理人

工　事　完　了　届

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日まで

請負者

水道維持課長　様



四日市市水道事業管理者　塚田　博　様

（様式　１）

水道修繕跡舗装復旧工事 (単価契約)　南部地区

四日市市　常磐地区　他10地区　地内

工　事　名

施工地名

　　工事実績報告書（兼請求明細書）

平成　　　年　　　月　　　日

請負者名

「工事契約書」と同じ押印」

　　小　　　　計

小計（千円止）

消　費　税

合　　　計



（様式　１） 　　工事実績報告書（兼請求明細書）

　《特記事項》　特記事項のある場合のみ記入

実績金額

請　負　者　（乙） 記 入 欄 発　注　者　（甲） 記 入 欄　

摘要

検　　　　査　　　　欄確　　　　　認　　　　欄

確認者 検査員

　小　　　　計

完了日指示日 管理番号



特記仕様書（水道工事）施工条件明示一覧表 №1

積算基準 平成21年度改訂版水道事業実務必携 三重県積算基準 平成２１年７月制定版 その他
工種区分 開削工事及び小口径推進工事 シールド工事及び推進工事 構造物工事（浄水場）
施工地域･場所区分 市街地 地方部（一般交通の影響を受ける） 山間僻地及び離島

地方部（一般交通の影響を受けない）
積算単価 平成21年度三重県設計単価（H21.4改訂） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建設物価・積算資料　(H21年　３　月） その他
一般管理費 工事原価500万円以下 500万円を越え30億円以下 30 億円を越えるもの

一般管理費等率の補正
有 無

契約保証に係る一般管理費率等の補正
有 無

随意契約による調整

別途工事との工程調整 施工順序の調整 その他 （ ）
他機関との協議 協議が必要な機関名 （ ）
その他 （ ） その他 （ ）

交通誘導員の配置 工事施工期間において各工事箇所に１名以上を配置する。
（注：配置人員の変更は原則行なわないものとする。） )
その他 ( )

残土処分（自由処分） 残土処分地 運搬距離 （L= Km)
残土処分（指定処分・他工事流用） 処分地の処理条件あり

押土整地 その他 （ ）
産業廃棄物の処理条件あり 産業廃棄物の種類

コン塊 アス塊 木材 汚泥 廃プラ （ ）
産業廃棄物の処分地
コン殻 運搬距離 （L= Km) アス殻 運搬距離 （L= Km)
廃プラ 運搬距離 （L= Km) 汚泥 運搬距離 （L= Km)
再生処分地 （ ） 最終処分地 （ ）
その他 （ ）

処分地での処理費 計上あり

その他 ( ) その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工程関係

残土・産業廃棄物

安全対策関係

明示項目
設計積算条件

条件及び内容明示事項

その他

交通誘導員の配置計画について着手前に現場ごと監督職員と協議をすること

4

11

関係

1 ページ



特記仕様書（水道工事）施工条件明示一覧表 №2

明示項目 条件及び内容明示事項
工事支障物件あり 支障物件名

鉄道 電気 電話 水道 ガス 有線 その他 （ ）
移設時期 （ 平成 年 月頃 別途協議 ）
防護 （ ）

その他 その他 （ ）

その他 （ ）

（注） 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。

その他

工事支障物件関係

2 ページ



課長 課長補佐 主任 係 主任 係員

平成 年 月 日

丁目
番 号 ｃｍ

ｔ= ㎡
ｔ= ㎡

/施工日

町
　様前

既設厚

種別 施工場所 名前

アスファルト舗装

位置図

業者名

合計

展開図

指示面積

道路修繕請求書

調査日受付日 区画線
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